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月
十
五
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内
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大
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福
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夫
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
連
事
務
総
長
主
催
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
お
け
る
日
本
海
呼
称
問
題
等
に
触
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
配
布
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
連
事
務
総
長
主
催
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
お
け
る
日
本
海
呼
称
問
題
等
に
触
れ
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
配
布
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

国
連
事
務
局
か
ら
御
指
摘
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
以
下
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
は
韓
国
国
連
代
表
部
が
国
連
事
務

局
に
確
認
す
る
こ
と
な
く
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
旨
の
回
答
を
得
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
御
指
摘
の
「
三

名
」
が
事
前
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

韓
国
国
連
代
表
部
か
ら
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
観
光
広
報
用
の
資
料
で
あ
る
旨
の
説
明
を
受
け
て
い
る
が
、
日
本
海
等
の

名
称
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
立
場
に
か
ん
が
み
、
不
適
切
な
記
述
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
代
表
部
に
対
し
て
再
発
防
止
の
申

入
れ
等
を
行
っ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
公
電
の
到
着
時
刻
を
明
ら
か
に
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
公
電
の
内
容
等
も
踏
ま
え
て
判
断
し
て
お

り
、
御
指
摘
の
報
告
の
公
電
の
到
着
時
刻
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
八

一



第
三
四
六
号
）
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
公
電
は
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
差
し
控
え
た
も
の
で
あ
る
。

二


